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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、企業としての社会的責任の遂行及び株主利益の確保のために、コーポレート・ガバナンスの整備と充実を経営の最重要課題の一つと

位置付けております。そのために、企業活動に関わる全ての利害関係者の利益を重視し、経営環境の把握や経営判断の迅速化を図るとともに、

経営の透明性確保のために経営チェック機能の充実に努めております。

　経営の監視の仕組みとしては、経営の重要な意思決定機関及び経営監視機関として取締役会を位置付けており、取締役会は毎月定期的に開

催され、経営状況及び計画の進捗状況が遅滞なく把握されております。また、必要に応じて適宜臨時取締役会が招集され、経営上の意思決定及

び適切な対応が迅速に行なわれております。

　この取締役会及び取締役の業務執行に対し、監査役が常に厳正な監視機能を発揮しており、取締役会への出席に加え、取締役の業務執行に

対して適時適正な監査が行なわれております。また監査法人及び内部監査担当者との効果的な連携により会社業務全般にわたり漏れのない監

査が実施できる体制となっております。

　また、コーポレート・ガバナンスの基盤となるコンプライアンス（法令等遵守）につきましては、コンプライアンス委員会を設置し、「コンプライアンス

体制」および「企業行動規範・行動指針」を明文化したコンプライアンスマニュアルを全社員に配布し、コンプライアンス経営の周知徹底を推進して

おります。役員をはじめ全従業員が、法令および社会規範の遵守を意識した行動をとるべく、コンプライアンス経営の維持、向上、推進に努めてお
ります。さらに、経営の公平性と透明性を高めるために積極的なＩＲ活動を実施し、株主・投資家等に対する情報開示の充実に取り組んでおりま
す。

　なお、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、当社ウェブサイト「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取組みにつ
いて」にて公表しております。

＜コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取組みについて＞

http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?template=ir_material&sid=105524&code=3753

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２－４】

　当社は、当社の株主数や株主構成を踏まえて、議決権の電子行使を可能とする環境を整備しております。招集通知の英訳対応につきましては、
当社株式の外国人（個人及び法人）の持株比率に留意しつつ検討してまいります。

【原則３－１】

（i）　当社は、当社の企業理念を当社ウェブサイトにて開示するとともに、経営戦略等につきましては、株主総会後の事業説明会や

　　　四半期毎に開催する決算説明会にて説明しております。決算説明会資料は、当社ウェブサイトにも掲載しております。

　　　中期経営計画につきましては、当社が手掛けている主要事業の新規性が高いことより市場の醸成予測がつきにくく、

　　　中期の業績目標の設定が難しい状況にあります。

　　　現時点で中期計画の策定をしておりませんが、今後、市場の動向予測がつきしだい、中期経営計画の策定・開示をいたします。

（ｉｉｉ） 取締役の報酬等につきましては、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、各取締役の貢献度、会社の業績や経営内容、

　　　経済情勢、潜在的リスク等を勘案し、取締役会の決議により決定しております。

　　　なお、報酬を決定するに当たっての方針と具体的な手続の開示につきましては今後検討してまいります。

（v） 社外役員候補者の選解任理由については、株主総会招集通知にて開示しております。社内役員候補者の選解任理由につきましては、

　　　これまで開示しておりませんでしたが、今後は社外役員候補者同様に株主総会招集通知にて開示いたします。

【補充原則３－１－２】

　当社は、当社の株主数や株主構成を踏まえて、英語での情報開示・提供を整備する考えであり、当社株式の外国人（個人及び法人）の持株比
率に留意しつつ検討してまいります。

【補充原則４－１－２】

　当社は、中期経営計画が株主に対するコミットメントの一つであると認識しております。直近においては中期経営計画を策定・開示しておりませ
んが、今後策定・開示した際には、その実現に向け最善の努力を払うとともに、中期経営計画の進捗状況について把握・分析を行い、その達成に
向けた通期事業計画を策定し、決算説明会等にて株主に対し説明いたします。

　業績が通期事業計画に対し乖離した場合には、その原因等を十分に分析・精査のうえ株主に説明するとともに、以降の事業計画に反映し、中期
経営計画の達成に向けて努力するようにいたします。

【補充原則４－１－３】

　当社は、会社を持続的に成長させ企業価値を向上し続けるために、後継者育成は経営上の重要課題であると考えております。今後、取締役会
や経営会議等を通じて後継者の計画を立案して実行し、取締役会にて後継者育成が十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくよう、適切
に監督していきたいと考えております。



【補充原則４－２－１】

　当社は、経営陣の報酬は、取締役については、毎年株主総会後の取締役会で、各取締役の貢献度、会社の業績や経営内容、経済情勢、潜在
的リスク等を総合的に考慮し個別の報酬額を決定しており、取締役以外の執行役員については、代表取締役が総合評価し決定しております。今
後、業績連動報酬等、企業の持続的成長のためのインセンティブプランの導入を検討してまいります。

【補充原則４－３－２】

　当社は、ＣＥＯの選解任を行うに当たって、今後、取締役会や経営会議等を通じて後継者の計画を立案して実行し、取締役会にて決定いたしま
す。

【補充原則４－１１－３】

　当社は、これまで取締役会の実効性について各取締役が分析・評価することはありませんでしたが、今後、事業年度毎に各取締役の自己評価
も含めて取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、機能向上に努めます。また、その結果を開示することにつきまして検討してまいりま
す。

【原則５－２】

　当社は、現時点において中期経営計画を策定・公表いたしてはおりませんが、日常のＩＲ活動を通して、事業の活動内容や方向性を示し、目標達
成に向けた事業ポートフォリオの見直しや、設備投資・研究開発投資・人材投資等を含む具体的な施策を分かりやすく説明するよう努めておりま
す。今後、中長期的な経営計画を策定し、具体的な経営目標についても公表していきたいと考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

　　コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示事項を含め、基本原則・原則・補充原則すべてについて、「コーポレートガバナンス・コード
に関する当社の取組みについて」として、当社ウェブサイトにて公表しております。

＜コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取組みについて＞

http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?template=ir_material&sid=105524&code=3753

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

資産管理サービス信託銀行株式会社 227,000 2.40

片山　圭一朗 147,800 1.56

松本　隆男 147,000 1.55

マネックス証券株式会社 107,572 1.14

楽天証券株式会社 103,000 1.09

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) 99,084 1.05

株式会社SBI証券 70,593 0.75

J. P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S. A.1300003 69,400 0.73

中田　勇 67,800 0.72

CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED MAIN ACCOUNT 45,400 0.48

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

上記【大株主の状況】は、平成31年3月31日現在です。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第二部

決算期 3 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人未満



直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

特筆することはございません。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 5 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

宇田　好文 他の会社の出身者

稲葉　俊夫 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

宇田　好文 ○ ―――

役員としての豊富な経験と知識を有しており、
企業経営者としての高い見識と、豊富なビジネ
ス経験を当社の経営に活かしていただけるも
のと判断し、取締役に就任いたしております。
また、当社との関係で一般株主と利益相反の
おそれがない独立性を有すると判断しており、
独立役員に適任であると判断しております。

稲葉　俊夫 ○ ―――

長年における企業経営者としての高い見識と、
豊富なビジネス経験を当社の経営に活かして
いただけるものと判断し、取締役に就任いたし
ております。また、当社との関係で一般株主と
利益相反のおそれがない独立性を有すると判
断しており、独立役員に適任であると判断して
おります。



指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社におきましては、会計監査は監査法人に委任しており、監査役は監査法人による監査状況（経過）及び結果の報告を随時受けており、連携し

て漏れのない監査機能が発揮されるよう努めております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

笠間　龍雄 他の会社の出身者

大島　やよい 弁護士

岡部　明代 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

笠間　龍雄 ○ ―――

大手生命保険関連会社役員を歴任してきた豊

富な経験と知識を活かし、客観的な見地から

の監査業務が期待され監査役に就任いたして

おります。

また、当社との関係で一般株主と利益相反の

おそれがない独立性を有すると判断しており、

独立役員に適任であると判断しております。



大島　やよい ○ ―――

弁護士としての専門性を活かし、法令・定款の
遵守及びコンプライアンス体制の構築・維持の
見地からの監査業務が期待され監査役に就任
いたしております。また、当社との関係で一般
株主と利益相反のおそれがない独立性を有す
ると判断しており、独立役員に適任であると判
断しております。

岡部　明代 ○ ―――

行政書士としての専門性を活かし、法令・定款
の遵守及びコンプライアンス体制の構築・維持
の見地からの監査業務が期待され監査役に就
任いたしております。また、当社との関係で一
般株主と利益相反のおそれがない独立性を有
すると判断しており、独立役員に適任であると
判断しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

　取締役報酬については、会社業績等を勘案の上、決定しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　有価証券報告書においては、「コーポレート・ガバナンスの状況」の中で取締役報酬総額を、事業報告の中で取締役報酬総額を開示しておりま

す。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

なし

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

―――

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役及び社外監査役は、社内施設やシステムへのアクセス権限を有しており、管理担当取締役とは適時会合を開いたり、会話・メール

等でタイムリーに情報共有いたしております。また、社外監査役の内1名は常勤しており、適時必要な情報は要望に応じて提供しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　会社の機関としては、当社は監査役制度を採用しており、監査役会を設置しております。

　取締役会は５名の取締役で構成され、監査役会は３名の監査役で構成されております。

　経営の監視の仕組みとしては、経営の重要な意思決定機関及び経営監視機関として取締役会を位置付けており、取締役会は毎月定期的に開



催され、経営状況及び計画の進捗状況が遅滞なく把握されております。また、必要に応じて適宜臨時取締役会が招集され、経営上の意思決定及

び適切な対応が迅速に行われております。

　監査役３名は、取締役会及び取締役の業務執行に対し、常に厳正な監視機能を発揮しており、取締役会への出席に加え、取締役の業務執行に
対して適時適正な監査が行われております。また、監査法人及び内部監査担当者１名との効果的な連携により会社業務全般にわたり漏れのない
監査が実施できる体制となっております。当社の社外取締役２名及び社外監査役３名は、当社との間に特別な利害関係はありません。

　企業統治において、社外取締役及び社外監査役には、豊富な知識と経験を活かし、経営陣から独立した客観的な立場から職務を遂行すること

を求めております。独立性につきましては、当社と人的、資本的、取引関係等が無いことが望ましいと考えております。また、当社の事業内容や業

界に精通していることも重要視しております。

　社外取締役２名及び社外監査役３名は、上記の観点で人選いたしており、いずれも高い独立性があると考えております。

　なお、社外監査役３名は、監査役会で策定した監査役監査計画に基づき、取締役の業務執行状況を監査いたしております。また、監査法人及

び内部監査担当者１名と密接な連携をとり、監査結果に対する意見交換、改善提案等を行っております。また、会計監査人から随時報告を受け、

意見交換等を行っております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社の企業規模等を前提に取締役会の適正規模や監査機能のあり方を検討した結果、迅速な意思決定を可能にし、かつ経営の透明性及び客

観性を確保するため、現状の体制を採用しております。当社としては、社外取締役を含む取締役会と、社外監査役を含む監査役会により、業務執

行を監督・監査する現体制が最適であると考えております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定 より多くの株主にご出席いただけるよう、集中日を回避して開催しております。

電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権の行使を可能としております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催
年１回株主総会後に株主向けに事業説明会を開催し、代表取締役社長による
事業内容・方針・計画等の説明をいたしております。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

半期毎に短信発表直後に、アナリスト・機関投資家向けの半期決算説明会の
実施と、四半期毎に、メディア向けの四半期決算説明ミーティングを開催し、代
表取締役社長が自らの言葉で会社説明をしております。また、個別に随時、同
じく社長が各投資家を訪問し会社説明をいたしております。

あり

IR資料のホームページ掲載
東証開示資料に関しては、ほぼ同時期に当社ホームページに掲載いたしてお

ります。

IRに関する部署（担当者）の設置 IRに関する窓口（担当者）を設置し、問い合わせ等に対応しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社の存在意義・経営姿勢・行動指針・経営ビジョン・戦略指針を策定し、ステークホル
ダーに

対する社員全員の意識の統一を図っております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　当社は、役職員が法令・定款・社内規程・企業倫理を遵守し、行動するための行動規範を定め、取締役自らによる率先垂範を通じて使用人への

周知徹底を図る。

　社長を委員長として設置したコンプライアンス委員会の活動を通して、コンプライアンスマニュアルの周知浸透を図り、コンプライアンス体制の充

実に努める。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程に基づき、その保存媒体に応じて安全かつ検索性の高い状態で保存・管理し、取締役
又は監査役からの閲覧の要請があった場合、速やかに閲覧が可能となる場所に保管する。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　リスク管理体制の基礎として、会社が経営危機に直面したときの対応を定めたリスク管理規程に基づいたリスク管理体制を構築する。

　不測の事態が発生した場合には、リスク管理規程に従い、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速かつ適切な対応を行い、損

害の拡大を防止し、損失を最小限に止める体制を整える。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、取締役会を毎月1 回定時開催するほか、必要に応じて随

時に開催する。又、取締役の職務を明確にし、当該担当業務の執行について、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程において定め実行する。

（5）当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　子会社は、当社との連携及び情報共有を保ちつつ、自社の規模、事業の性質、機関の設計、その他会社の個性及び特性を踏まえつつ、自立的
に内部統制システムを整備することを基本とする。

　当社は、子会社・関連会社管理規程に基づき、子会社の管理を行う。

　子会社の取締役又は監査役を当社より派遣し、派遣された取締役は子会社の取締役の職務執行を監視・監督し、派遣された監査役は子会社

の業務執行状況を監査する。

（6）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、代表取締役は監査役会と協議の上、監査役スタッフを置くものとする。

（7）前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　前号の監査役スタッフは、監査役が求める業務補助を行う間、取締役の指揮命令を受けないものとする。

　また、当該使用人の人事異動、人事評価及び賞罰措置は、監査役の同意を得ることとし、取締役からの独立性が確保できる体制とする。

（8）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制

　取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事実が発生し又は発生するおそれがあるとき、或いは、役職員による違法又は不正な行為を

発見したときは、直ちに監査役会に報告する。

　前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求め、重要と思われる会議に出席し、書類の提示を求め

ることができる。

（9）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するとともに、会社の重要情報を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人に対して説明を求める

ことができる。

　監査役会は、代表取締役と適時会合を持ち、監査上の重要課題等について意見交換を行う。

　監査役会は、内部監査担当と緊密な連携を保つと共に、必要に応じて内部監査担当に調査を求める。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対し、毅然と対応する。

　反社会的勢力への対応について、コンプライアンスマニュアルの中の行動指針として、（ア）反社会的勢力には毅然として対応し利益供与は一

切行なわないこと、（イ）市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固として対決すること、（ウ）反社会的勢力とは合法

的であると否とを問わずまた名目の如何を問わず一切取引は行なわないこと、を規定しており、その周知徹底を図る。

　また、コンプライアンス委員会配下のコンプライアンス推進室内に設置したホットライン受付窓口を社内外通報窓口とし、反社会的勢力排除に努

める。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示体制の概要

1.基本方針

　当社は、投資者への適時適切な会社情報の開示が健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分に認識するとともに、常に投資者の視点
に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適切に行えるよう（適時開示体制の概要（模式図））に記載した社内体制の充実に努めるなど、
投資者への会社情報の適時適切な提供について真摯な姿勢で臨んでまいります。

2.会社情報の適時開示に係る社内体制

　情報取扱責任者は、取締役会及び経営会議での決定事実の発生、経営上重要な事実の発生及び不明瞭な観測記事等に対する正確な情報に
ついて、取締役会決議又は社長承認後、東京証券取引所及び関係報道機関へ速やかに適時開示を行います。

3.適時開示体制のモニタリング

　監査役が、取締役会等の重要な会議への出席、契約書等の重要な書類の閲覧、情報取扱責任者へのヒアリングを実施することにより適時開示
体制のモニタリングを実施しています。



【コーポレート・ガバナンス体制（模式図）】 

 

当社の業務執行・経営の監視の仕組みの模式図は次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【適時開示体制の概要（模式図）】 

 

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不明瞭な観測記事等に 

対する正確な情報 

取締役会、経営会議での

決定事実の発生 

経営上重要な 

事実の発生 

 

情報取扱責任者 

（松本 隆男） 

 

東京証券取引所及び関係報道機関へ速やかに情報を開示 

監査 

コンプライアンス 

委員会 

会計監査 

株主総会 

選任・解任 

選任・解任 

監査役会 

会計監査人 

連携 

（三者間の連携） 

任命 

内部監査 

 

代表取締役 

選任・監督 

取締役会 

選任・解任 

内部監査

担当 

グループ会社 


